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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
呼
吸
用
保
護
具
の
使
用
）

（
呼
吸
用
保
護
具
の
使
用
）

第
二
条

粉
じ
ん
則
第
二
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
防
じ
ん
機
能
を
有
す
る

第
二
条

粉
じ
ん
則
第
二
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸

電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
は
、
当
該
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護

用
保
護
具
は
、
当
該
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
に
係
る
要
求
防
護
係

具
に
係
る
要
求
防
護
係
数
を
上
回
る
指
定
防
護
係
数
を
有
す
る
も
の
で
な
け

数
を
上
回
る
指
定
防
護
係
数
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
指
定
防
護
係
数
は
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
防
じ
ん
機
能

３

第
一
項
の
指
定
防
護
係
数
は
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
電
動
フ
ァ
ン

を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

付
き
呼
吸
用
保
護
具
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
防

と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用

じ
ん
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
し
た
作
業
に

保
護
具
を
使
用
し
た
作
業
に
お
け
る
当
該
呼
吸
用
保
護
具
の
外
側
及
び
内
側

お
け
る
当
該
呼
吸
用
保
護
具
の
外
側
及
び
内
側
の
粉
じ
ん
濃
度
の
測
定
又
は

の
粉
じ
ん
濃
度
の
測
定
又
は
そ
れ
と
同
等
の
測
定
の
結
果
に
よ
り
得
ら
れ
た

そ
れ
と
同
等
の
測
定
の
結
果
に
よ
り
得
ら
れ
た
当
該
呼
吸
用
保
護
具
に
係
る

当
該
呼
吸
用
保
護
具
に
係
る
防
護
係
数
が
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
指
定
防
護

防
護
係
数
が
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
指
定
防
護
係
数
を
上
回
る
こ
と
を
当
該

係
数
を
上
回
る
こ
と
を
当
該
呼
吸
用
保
護
具
の
製
造
者
が
明
ら
か
に
す
る
書

呼
吸
用
保
護
具
の
製
造
者
が
明
ら
か
に
す
る
書
面
が
当
該
呼
吸
用
保
護
具
に

面
が
当
該
呼
吸
用
保
護
具
に
添
付
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲

添
付
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
呼
吸
用
保
護
具
の
種
類

げ
る
呼
吸
用
保
護
具
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

指
定
防
護
係
数

電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
の
種
類

指
定
防
護
係
数

防
じ
ん
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保

護
具
の
種
類

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

フ
ー
ド

（
略
）

（
略
）

（
略
）

フ
ー
ド

（
略
）

（
略
）

（
略
）

又
は
フ

形
又
は

ェ
イ
ス

フ
ェ
イ
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シ
ー
ル

ス
シ
ー

ド
を
有

ル
ド
形

す
る
も

の備
考

Ｓ
級
、
Ａ
級
及
び
Ｂ
級
は
、
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具

備
考

Ｓ
級
、
Ａ
級
及
び
Ｂ
級
は
、
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具

の
規
格
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
五
十
五
号
）
第

の
規
格
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
五
十
五
号
）
第

二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
区
分
（
別
表
第
二
に
お
い
て
同
じ
。
）

一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
区
分
（
別
表
第
二
に
お
い
て
同
じ
。
）

で
あ
る
こ
と
。
Ｐ
Ｓ
一
、
Ｐ
Ｓ
二
、
Ｐ
Ｓ
三
、
Ｐ
Ｌ
一
、
Ｐ
Ｌ
二
及

で
あ
る
こ
と
。
Ｐ
Ｓ
一
、
Ｐ
Ｓ
二
、
Ｐ
Ｓ
三
、
Ｐ
Ｌ
一
、
Ｐ
Ｌ
二
及

び
Ｐ
Ｌ
三
は
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
区
分
（
同
表
に
お
い
て

び
Ｐ
Ｌ
三
は
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
区
分
（
同
表
に
お
い
て

同
じ
。
）
で
あ
る
こ
と
。

同
じ
。
）
で
あ
る
こ
と
。

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

指
定
防
護
係
数

電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
の
種
類

指
定
防
護
係
数

防
じ
ん
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保

護
具
の
種
類

半
面
形
面
体
又
は
フ
ェ
イ

（
略
）

（
略
）

半
面
形
面
体
又
は
フ
ェ
イ

（
略
）

（
略
）

ス
シ
ー
ル
ド
を
有
す
る
も

ス
シ
ー
ル
ド
形

のフ
ー
ド
を
有
す
る
も
の

（
略
）

フ
ー
ド
形

（
略
）


